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次の症状がある人は医療機関を受診する前に、下記の窓口に
相談してください。

　市メール配信シ
ステムに登録する
と、あなたの携帯
電話やスマートフ
ォンに情報が届き
ます。登録してい
ない人は登録して
ください。

　支援制度やイベ
ントの中止・延期
についての情報、市
役所に来庁しなく
てもできる手続き
の情報など、最新
の情報を確認する
ことができます。

　朝晩の情報番組
などで、支援制度
などの情報を聞く
ことができます。
時月～金曜日
　７時～９時、
　17時～19時
周波数  87.4MHｚ
※スマートフォン
などでも聞くこと
ができます。

　ニュース番組など
で、市の取り組みや、
支援制度、感染予防策
についての情報を見
ることができます。
※三原テレビ放送へ
の加入が必要です。料
金など詳しくは確認
してください。
問三原テレビ放送
（☎0848・63・8600）

● 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦
けん
怠
たい
感)、高熱などの強い症状のいずれ

かがある
● 重症化しやすい人(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある
(※)高齢者、糖尿病・心不全・呼吸器疾患(COPDなど)などの基礎疾患がある
人や透析を受けている人、免疫抑制剤や抗がん剤などを使用している人
●上記以外の人で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く

広島県新型コロナウイルス相談窓口  【24時間対応】

※電話での相談が難しい場合は県障害者支援課  ℻082・223・3611へ。

８時30分～17時15分（土・日曜日、祝日を除く）

三原市新型コロナウイルス感染症専用電話（保健福祉課内） 

　●市からの情報を次の方法で確認できます●
　新型コロナウイルス感染症についての情報は、日々更新されています。
次の方法で、最新の情報を確認してください。（関連９ページ）

 市メール
配信システム 市ホームページFMみはら三原テレビ放送

三原市メール配信システム 三原市

症状や受診について

☎082・513・2567

☎0848・67・6053

検索 検索

生活支援や感染予防などについて

▲ 登録用の２次元
コード

▲ 市HPの２次元
コード

▲ FMみはらのHPの
２次元コード

▲ 三原テレビ放送の
HPの２次元コード

特集
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3 広報みはら 令和2年6月号

　特別定額給付金とは、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済
対策の１つで家計支援を目的とした給付金です。世帯主に申請書
を送付しています。必ず確認してください。

支 給額　１人につき10万円（世帯主にまとめて支給）
対４月27日現在、市に住民登録をしている人
※配偶者などからの暴力（DV）を理由に避難しており、住民票を移
すことができない人は問い合わせてください。
※申請を受け付けた人から順次支給しています。
申請期限　８月17日（月）（消印有効）まで

特
別
定
額
給
付
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１
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に
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き
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請
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ま
し
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か

感染拡大を防止するため 原則、郵送またはインターネットで申請してください。

８月17日（月）
（消印有効）まで

５月中旬に市から世帯
主へ申請書などが入っ
た封筒を送付していま
す。開封して確認して
ください。届いていな
い人は必ず連絡してく
ださい。

申請方法１　郵送

申請方法２　インターネット

　やむを得ず上記の方法で申請できない場合は、次の窓口で申請を受け付けます。
　時６月12日（金）ごろまで　９時～17時（土・日曜日、祝日を除く）
　所中央公民館、各支所
　※感染予防のため、マスクを着用し、混雑する場合は２メートル程度の間隔を空けて並んでください。
　※中央公民館には臨時駐車場があります。近隣の商業施設などには絶対に駐車しないでください。

返信用封筒

　本
人確
認書
類

　の
コピ
ー

 通帳などの
 コピー

申請書　世帯主に「申請書」「申請書の書き方」「返信用封筒」を送付し
ています。申請書の裏面に次の必要書類を貼り、「返信用封筒」
に入れて返送してください。送料は無料です。
必要書類
　・本人確認ができる物のコピー
　　　（運転免許証・健康保険証・パスポートなどのコピー）
　　　 ※代理人が申請する場合は代理人の本人確認書類も必要
　　　です。
　・受取口座が確認できる物のコピー
　　　（通帳・キャッシュカードなどのコピー）

　政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」を利用
して申請をすることができます。　
※マイナンバーカード（顔写真付き）と対応スマートフォン、ま
たはパソコン・ICカードリーダが必要です。

問  特別定額給付金 受付係
　☎0848・67・6400

この封筒を必ず
開けるのじゃ！



4令和2年6月号 広報みはら

個
人・事
業
者
向
け

※感染予防のため、申請は原則郵送でお願いします。

新型コロナウイルス感染症に関する
支援制度などをお知らせします

　収入が減少し、市税を一時的に納めることが困難になった人・
事業者を対象に、支払いを１年間猶予する「特例猶予」を行います。
延滞金は免除され、担保も不要です。
対  ２月以降の任意の期間（１カ月以上）の収入が、前年の同時期に
比べておおむね20パーセント以上減少し、市税を一時的に納付
することが困難な人・事業者

申請期限　各納期限まで（６月10日（水）までに納期限が来ている
税は６月30日（火）まで）
申  申請書、財産収支状況書または財産目録と収支の明細書（市HP
に用意）を税制収納課（☎0848･67･6035）へ

納期限が２月～来年１
月末にある市県民税、
法人市民税、固定資
産税･都市計画税、軽
自動車税種別割、国
民健康保険税

　対象者には案内を送付します。支給を希望しない人は、同封している「受給拒否の届出書」を
提出してください。
対  ４月分の児童扶養手当を受給、または対象児童が３月31日時点に満18歳で３月分の児童扶
養手当を受給した人など
※所得制限を超えている人は対象外です。
問  子育て支援課（☎0848・67·6045）

　公務員を除く対象者には案内を送付します。支給を希望しない人は、同封している「受給拒
否の届出書」を提出してください。
　公務員が受給するには申請が必要です。勤務先から配布される国の給付金の申請書と市HPで
ダウンロードできる市の給付金の申請書を子育て支援課に提出してください。
対  ３月31日時点で市に住民登録があり、４月分の児童手当を受給、または対象児童が３月に
中学校を卒業し３月分の児童手当を受給した人など
※所得制限を超えている人は対象外です。
問  子育て支援課（☎0848・67·6045）

　対象者には申請書類などを送付します。
対  市に住民登録があり、次の①②のいずれかに該当する人
①４月～5月に出産した　②出産予定日が来年３月３１日までにある
問  保健福祉課（☎0848・67・6061）

市税の支払いを１年間猶予

ひとり親世帯には
「児童１人１万円の給付金」を支給

妊産婦には
「１人１万円の妊婦給付金」を支給

子育て世帯には
「児童１人１万円の給付金」を
国の給付金１万円に上乗せして支給個

人
向
け

三原市独自！

三原市独自！

三原市独自！

対象となる税

要 申 請

要 申 請
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料  １枚1,000円（1,100円分の利用が可能）
販売期限　７月31日（金）まで
販売場所　各参加店舗、商栄会連合会（商工会議所内）、
　臨空商工会、専用HP

問  商栄会連合会
（☎080・1902・8335）

　新型コロナウイルス感染症で影響を受けている店舗を支援するため、前払い応援チケット「三原おまも
りチケット」が販売されています。応援したい店舗を指定し、１枚1,000円でチケットを購入すると、そ
の店で1,100円分の買い物や飲食などのサービスを受けることができます。さらに購入した人の中から抽
選で20人に１万円分のチケットが当たります。三原おまもりチケットで市内のお店を応援しませんか。

対  市内に事業所などがあり、次の全てに該当する事業者
① 三原税務署に令和元年分の営業所得の申告をしている事業
者、または今年１月～４月末に三原税務署に開業届を出し
ている新規事業者
② 今年１月31日までに納期限が来ている市税を滞納していない
申  ８月31日（月）（消印有効）までに郵送で申請書と確定申告書
または開業届の写しを事業継続支援実行委員会（〒723-
8555皆実四丁目８番１号☎080・2901・9851）へ
※平成30年分の申告を行なっている事業者には申請書を５月上旬に送付しています。
新規事業者などは申請書を実行委員会HPからダウンロードしてください。

対  市内の店舗を賃借し、次の全てに該当する事業者
①市内に本店がある法人または市内在住の個人
②広島県感染拡大防止協力支援金の交付決定を受けている
③今後継続して１年以上事業を行う
④ 店舗の所有者が生計同一者や２親等以内の親族、またはこ
れらの人が所属する法人や団体でない
⑤今年１月31日までに納期限が来ている市税を滞納していない
補助額　月額上限５万円（店舗賃借料の２分の１以内）で、４月～９月分の連続した３カ月分
申  ８月31日（月）までに申請書（市HPに用意）と必要書類（賃貸借契約書の写しなど）を商工振
興課（☎0848・67・6072）へ

　その他の支援制度につ
いては市 HPで確認してく
ださい。

●参加店舗を募集中（７月20日（月）まで）
　市が事業費の一部を補助し、チケットの発行費用などを負担することで参加
店舗は参加費用がかからない仕組みとなっています。商栄会連合会に入ってい
ない店舗でも参加できます。詳しくは専用HPで確認してください。

一律で５万円の給付金を支給

店舗賃借料の補助金を交付

1,000円で1,100円分を利用できる
「三原おまもりチケット」で市内のお店を応援しよう

事
業
者
向
け

個
人
向
け

▲ 実行委員会HPの２次元コード

◀ 専用HPの２
次元コード

▲市HPの２次元コード

◀事業者向けの市HP
の２次元コード

◀ 個人向けの市HP
の２次元コード

三原市独自！

三原市独自！

８月末までに申請

８月末までに申請
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